
 １．当法人が提供するサービスについての相談窓口

      電話 ０４２－６７４－８２００ （午前９：００～午後５：３０まで）

      担当 桒原　利政

      ＊ご不明な点は、何でもお尋ねください。

 ２．特別養護老人ホーム絹の道の概要

（１）提供できるサービスの種類

  施設名称 特別養護老人ホーム絹の道

　所在地 東京都八王子市鑓水９４番地

　介護保険指定番号 介護老人福祉施設 （介護保険事業所番号：１３７２９００４３９）

（２）同施設の職員体制

看護師

※ヘルパー1級・2級含む

計

（３）同施設の設備概要

定  員 ８０名

居  室 ４人部屋 １８室 （１室 41.04㎡）

２人部屋   ３室 （１室 27.36㎡）

個  室   ８室 （１室 20.44㎡）

浴  室 一般浴槽と特殊浴槽があります

静養室   １室   ２床

医務室   １室

食堂   １室

機能訓練室   １室

ホール   １室

談話室   １室

介護老人福祉施設重要事項説明書

資格 常勤 非常勤 計

管　理　者 施設長資格 １名 １名

医   師 １名 １名

生活相談員 １名 １名

栄 養 士 管理栄養士 １名 １名

機能訓練指導員 １名 １名

介護支援専門員 介護支援専門員 １名 １名

介
護
・
看
護
職
員

看護師 看護師 ３名 ２名 ５名

介護福祉士 介護福祉士 １４名 ６名

３０名 １８名 ４８名

２０名

初任者研修・実務者研修 初任者研修・実務者研修 ７名 ７名

１名 ９名 １０名その他



　３．サービス内容

①　施設サービス計画の立案

     　 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービ

　      スの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項等を盛り

　      こんだ施設サービスを作成します。

　   　 必要に応じて施設サービス計画を変更します。

    　  ３ 施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を利用者に説明します。②　食事

③　入浴

        週に最低２回入浴していただけます。 

        利用者の状態により、入浴方法を決定します。（ミスト浴・チェアインバス・一般浴）

        入浴の曜日や時間は入浴方法によって異なります。

        もし、入浴日に外出や面会、体調不良などで入浴できなかった場合でも、入浴予備日を設

        けておりますので、週に２回の入浴を確保できます。

        ただし、状態に応じ、清拭（部分清拭を含む）となる場合があります。

④　介護

        施設サービス計画に沿って下記の介護をおこないます。

          着替え、排泄、食事等の介助

          おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付添い…等

⑤　機能訓練

        入所者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復、又はその減退を

        防止する為の訓練を実施します。

⑥  生活相談

        常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。

⑦  健康管理

        当施設では、年間２回健康診断を行います。日程については別途ご連絡します。

        また、常時看護師が医務室にて健康相談をお受けします。

⑧  理美容サービス

        当施設では月に１回、毎月第３木曜日に理美容サービスを実施しております。

        料金は別途かかります。（４．利用料金⑧（a）を参照下さい）

⑨  行政手続代行

        行政手続の代行を施設にて受付けます。ご希望の際は職員にお申し出下さい。

        ただし、手続に係る経費はその都度お支払いいただきます。

⑩  代行事務（立替金業務）

　　　　医療費、調剤費、散髪代、日用品、生活用品、食品等々の立替払い後、入金を確認した後

　　　　領収書原本を送付します。

※医療機関及び調剤薬局からの請求書は末締めの２６日に一割負担金と一緒に口座振替

　となります。

⑪  レクリエーション

        当施設では、季節感を取入れた行事、クラブ活動等を行います。

        内容によっては別途参加費、材料費がかかるものもございます。詳しくは毎月の月間予定

        表をご覧ください。

        食事の提供は嗜好に考慮すると共に、一人ひとりの健康、栄養状態に基づいて摂食・嚥下 

　　　　（飲み込み）機能に応じた個別の対応を重視します。嚥下機能に不安のあるご契約者は、

　　　　誤嚥性肺炎や窒息などの危険性があり、これまで以上に個別の対応が必要となります。



　４．利用料金
（１）基本料金

施設サービスを利用する場合の利用者負担 が利用者負担

施設サービス費用

①施設サービス費用…（1日あたり）
      ・施設利用料

要介護度別
サービス利用料金 円 円 円 円 円
① 看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
② 個別機能訓練加算(Ⅰ)
③ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
④ 精神科医療養指導加算
⑤ 日常生活継続支援加算
⑥ 夜間職員配置加算(Ⅲ)
⑦ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

⑧ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

⑨ 協力医療機関連携加算（Ⅰ）

①～⑨合計

サービス利用料金
合計（1＋2）
うち、介護保険から
給付される金額
サービス利用に係る
自己負担額１割（3－4）

サービス利用に係る
自己負担額２割

サービス利用に係る
自己負担額３割

居住費
第１段階 円 円 円 円 円

第２段階 円 円 円 円 円

第３段階 円 円 円 円 円

第４段階 円 円 円 円 円

食費
第１段階 円 円 円 円 円

第２段階 円 円 円 円 円

第３段階① 円 円 円 円 円

第３段階② 円 円 円 円 円

第４段階 円 円 円 円 円

自己負担額合計
第１段階 (１割負担） 円 円 円 円 円

第２段階 円 円 円 円 円

第３段階① 円 円 円 円 円

第３段階② 円 円 円 円 円

第４段階 円 円 円 円 円

自己負担額合計
第４段階 (２割負担）

自己負担額合計
第４段階 (３割負担）

※ 令和6年4月　介護保険法改正に伴い変更。(令和6年8月～居住費の変更）
介護保険制度（介護報酬改正）や当事業所の都合により変更となる場合がござい
ますので、あらかじめご了承下さいます様にお願い致します｡

＊入所期間中に入院、または自宅に外泊した期間の取扱いについては、介護保険給付の
  扱いに応じた料金となりますのでご了承ください。

（入院、外泊が６日間までは部屋が確保されている上で居住費は徴収されます。）

100単位/月＝1068円/月

2,452 3,012

4,924

2,605
3,323

円

８.
4,466

3,097 3,175

1,360 1,360

2,7532,679

＋ ＋

居住費

1. 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

円 10,231

5単位/日＝53円/日

929円/日（※30日換算）

2. 12単位/日＝128円/日
12単位/日＝128円/日
20単位/月＝213円/月

7,967 円 円円

6,290 7,038 7,817 8,565 9,302

9,494

16単位/日＝170円/日

10単位/月＝106円/月

4.
6,497 円 7,170 円

8,746

7,871

3.
7,219 円

5.
722 円 797 円 875 1,023 円

円 8,545 円 9,208 円

円 円949

円

5.

5.
1,444 円 1,593 円

2,166

1,749

2,624

円 2,046

1,557 1,635 1,709 1,783
1,249

円

370

300

855

円 1,899

円 2,390 円

0 0 0

855

3,249

1,022

0 0
370 370 370

1,482
1,895

855

８.
3,744 円 3,893 4,049

1,360
1,445 1,445 1,445

3,022

1,175

2,043

4,346

1,323

円

370

6.

370

円 2,848

円 4,690

1,097

370 370 370

650

1,742 1,817

390
300

８.

650
1,360

390

1,969

390

1,445 1,445

650
1,360

7.

650

食費の
負担限度額

居住費の
負担限度額

　理美容代などの
日常生活費

36単位/日＝384円/日

300 300
390

60単位/月＝640円/月

855
370

855

3,069

650

300

食費

1割または2割または3割 利用者負担金

その他の費用及び
（居住費、食費を除く）

＋

390

5,148 円円 5,369 円

4,199 円

円

円円



②負担額の段階設定

          １日あたり　 居住費と食費の負担額は、課税状況や年金収入の状況に応じて４段階に区分されており、

下表のように減額されます。

尚、この限度額の適用を受けるには、予め保険者（市、区）に申請を行い、「負担限度

額認定証」の交付を受ける必要があります。

利用料負担段階

合計所得金額と課税年金収入額の合計が１２０万円超

合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下

③居住費（光熱水費相当）

④食費（「食材料費」+「調理費」 相当）

⑤介護職員等処遇改善加算

　　 所定単位数（基本サービス費＋各種加算・減算を加えた総単位数）に14.0％乗じた単位数（1単位

あたりの単価10.68円）

※令和6年6月より介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等

支援加算が一本化されました。

　　

負　担　限　度　額

第１段階

段　階　区　分

合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下

所　得　区　分

負　担　限　度　額

市
町
村
民
税

世　帯　課　税　者 第４段階

第３段階①

第２段階

老　齢　福　祉　金　受　給　者
第１段階

生　活　保　護　受　給　者　等

世
帯
非
課
税
者

第３段階②

第２段階 第３段階 第４段階

多床室（相部屋） ０円/日 ３７０円/日 ３７０円/日 ８５５円/日

第３段階①

６５０円/日

第３段階②

１３６０円/日

第４段階

１４４５円/日３９０円/日

第１段階

３００円/日

第２段階



※令和6年8月～（居住費の変更）の料金

要介護度別
サービス利用料金 円 円 円 円 円
① 看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
② 個別機能訓練加算(Ⅰ)
③ 個別機能訓練加算(Ⅱ)
④ 精神科医療養指導加算
⑤ 日常生活継続支援加算
⑥ 夜間職員配置加算(Ⅲ)
⑦ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

⑧ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

⑨ 協力医療機関連携加算（Ⅰ）

①～⑨合計

サービス利用料金
合計（1＋2）
うち、介護保険から
給付される金額
サービス利用に係る
自己負担額１割（3－4）

サービス利用に係る
自己負担額２割

サービス利用に係る
自己負担額３割

居住費
第１段階 円 円 円 円 円

第２段階 円 円 円 円 円

第３段階 円 円 円 円 円

第４段階 円 円 円 円 円

食費
第１段階 円 円 円 円 円

第２段階 円 円 円 円 円

第３段階① 円 円 円 円 円

第３段階② 円 円 円 円 円

第４段階 円 円 円 円 円

自己負担額合計
第１段階 (１割負担） 円 円 円 円 円

第２段階 円 円 円 円 円

第３段階① 円 円 円 円 円

第３段階② 円 円 円 円 円

第４段階 円 円 円 円 円

自己負担額合計
第４段階 (２割負担）

自己負担額合計
第４段階 (３割負担）

※令和6年8月～居住費（光熱水費相当）

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

多床室（相部屋） ０円/日 ４３０円/日 ４３０円/日 ９１５円/日

円 5,208 円 5,429 円

負　担　限　度　額

８.
4,526 円 4,750 円 4,984

4,109 円 4,259 円 4,406 円

3,082 3,157 3,235 3,309 3,383
８.

3,804 円 3,953 円

1,802 1,877 1,955 2,029 2,103
2,512 2,587 2,665 2,739 2,813

1,022 1,097 1,175 1,249 1,323
1,542 1,617 1,695 1,769 1,843

1,445 1,445 1,445 1,445 1,445
８.

650 650 650 650 650
1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

300 300 300 300 300
390 390 390 390 390

915 915 915 915 915
7.

430 430 430 430 430
430 430 430 430 430

6.
0 0 0 0 0

2,624 円 2,848 円 3,069 円

円 1,899 円 2,046 円

5.
2,166 円 2,390 円

5.
1,444 円 1,593 円 1,749

875 円 949 円 1,023 円

円 8,545 円 9,208 円

5.
722 円 797 円

9,494 円 10,231 円

4.
6,497 円 7,170 円 7,871

10単位/月＝106円/月
100単位/月＝1068円/月
929円/日（※30日換算）

3.
7,219 円 7,967 円 8,746 円

12単位/日＝128円/日
20単位/月＝213円/月
5単位/日＝53円/日

36単位/日＝384円/日
16単位/日＝170円/日
60単位/月＝640円/月

6,290 7,038 7,817 8,565 9,302
2. 12単位/日＝128円/日

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５1.



⑦その他、介護保険の給付の対象となるサービス加算として、下記の料金をいただきます｡

 退所時栄養情報連携加算 ７５円/回 １５０円/回 ２２５円/回

１０円/日 ２１円/日

１０円/日

１３円/日

1月につき1回を限度

再入所時栄養連携加算
（1回につき）

２１４円/回 ４２８円/回 ６４１円/回

外泊時費用 ２６３円/日 ５２６円/日 ７８９円/日 外泊、入院した期間（月6日を限度）

外泊時在宅サービス利
用費用

５９８円/日 １１９６円/日 １７９４円/日 月6日を限度

９６円/日
新規に入所及び30日以上の入院ののち
再び入所した場合～30日以内の加算

若年性認知症利用者受入加算 １２９円/日 ２５７円/日 ３８５円/日

初期加算 ３２円/日 ６４円/日

内容
金額

備考
1割負担 2割負担

看取り介護加算（Ⅱ）死亡日
以前２日又は３日

８３３円/日 １６６６円/日 ２４９９円/日

看取り介護加算（Ⅱ）
死亡日以前31日以上45日以下

７６円/日 １５３円/日 ２３０円/日

看取り介護加算（Ⅱ）死亡日
以前４日以上31日以下

１５３円/日 ３０７円/日 ４６１円/日

配置医師緊急時対応加算
（早朝・夜間）

配置医師緊急時対応加算
（深夜）

６９５円/回 １３８９円/回 ２０８３円/回

１３８９円/回 ２７７７円/回 ４１６６円/回

特別通院送迎加算
定期的かつ継続的に透析を必要とする入
所者であって、施設職員が月12回以上の
送迎を行った場合

６３４円/月 １２６８円/月 １９０３円/月

６９５円/回 １０４２円/回

配置医師緊急時対応加算
（配置医師の勤務時間

外）

在宅・入所相互利用加算 ４３円/日 ８６円/日 １２８円日

３２円/日在宅復帰支援機能加算

療養食加算 ７円/回 １３円/回 ２０円/回 1日につき3回を限度

看取り介護加算（Ⅱ）死亡日 １６８８円/日 ３３７５円/日 ５０６２円/日

 経口維持加算（Ⅰ） ４８２円/月 ８５５円/月 １２８２円/月

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ４円/日 ７円/日

経口維持加算（Ⅱ） １０７円/月 ２１４円/月 ３２１円/月

退所時情報提供加算 ２６７円/回 ５３４円/回 ８０１円/回

 経口移行加算 ３０円/日 ６０円/日 ９０円/日

退所時相談援助加算 ４２８円/回 ８５５円/回 １２８２円/回

４９１円/回 ９８２円/回 １４７４円/回

退所後訪問相談援助加算

退所前訪問相談援助加算

退所前連携加算 ５３４円/回 １０６８円/回

３４８円/回

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

４９１円/回 ９８２円/回

3割負担

２５６円/月 ３８４円/月

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １６１円/月

１４７４円/回

１６０２円/回

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円/日

３２１円/月 ４８１円/月

８円/日

入所後7日に限り
認知症行動・心理症状

緊急対応加算
２１４円/日 ４２８円/日 ６４１円/日

１２８円/月



⑧日常生活費

（ａ）理美容費

メ ニ ュ ー 料   金

カット＋ブロー

パーマ＋カット

部分パーマ＋カット

カラー+カット

カラーのみ

パーマ＋カラー＋カット

※感染症拡大防止の為、使い切りタイプの『ディスポ・カットクロス＆ディスポタオル』代金445円を別途請求します。

（ｂ）行政手続代行費

行政手続の代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は職員にお申し出下さい。

ただし、手続に係る経費はその都度お支払いいただきます。

（ｃ）その他

上記の他、買物サービスの費用など自己負担になる場合もあります。

（２）基本料金の減免措置

当法人では「低所得者の利用者負担の軽減」の実施を予定しております。

対象となる方（次のいずれかに該当する方）

・住民税世帯非課税のうち特に生計困難である方。

（「特に生計困難者」とは、高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する高齢者、

    その他これに準じるものと区市町村長が認めた方）

減免の程度

・利用者負担の１／２軽減・減免

※詳しくはお問い合わせください。

（３）料金の支払方法

　　　　毎月ごとに清算し、翌月の２６日に指定された口座からみずほ銀行代金集金システム

　　　　（口座登録費用・毎月振替手数料130円をご負担頂きます）でお支払い頂きます。

　　　　入金を確認後、利用明細・領収書を兼ねた葉書を郵送で送付いたします。

　　　　事務処理の都合により現金によるお支払はご遠慮くださいますようお願いします。

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

２１円/月 ３１円/月

排せつ支援加算（Ⅱ） １６円/月 ３２円/月 ４８円/月

3,290¥    

8,670¥    

6,515¥    

8,105¥    

４円/月 ７円/月 １０円/月

６４円/月

内容
金額

備考
1割負担 2割負担 3割負担

5,950¥    

12,975¥   

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅲ） ２１円/月 ４３円/月

排せつ支援加算（Ⅰ） １０円/月

安全対策体制加算 ２１円/月 ４３円/月 ６４円/月 入所者1人につき1回を限度

２７円/月 ４１円/月１４円/月



５.入退所の手続き

（１）入所手続き

　　  まずはお電話等で直接お申し込みください。居室に空きがあれば入所していただけます。

      空きが無い場合でも入所待機として登録させていただきます。

      入所の順番が近づきましたら、入所準備のため訪問調査にうかがいます。また、ご家族にもお

      話しをお聞きします。診療情報提供書の提出をお願いします。（診療状況提供書の料金は自己

      負担となります。）入所判定会議で入所の可否を検討いたします。

　　　入所が決まりましたら契約を結び、サービスの提供を開始します。

      ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。

（２）退所手続き

　　　　①　お客様の都合で退所される場合

　　　　　    退所を希望する日の３日前までにお申し出下さい。

　　　　②　自動終了

　　　　　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

　　　　　・お客様が他の介護保険施設に入所した場合

　　　　　・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立）

　　　　　　または要支援と認定された場合

　　　      ※この場合、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。

　　　　　・お客様がお亡くなりになった場合

　　　　③　その他

　　　  　  ・お客様が、サービス利用料金の支払を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

              もかかわらず14日以内に支払われない場合、またはお客様やご家族などが当施設や当施

              設の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、退所していた

              ただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。

　　　　    ・お客様が病院または診療所に入院した場合、状況等により契約を終了させていただく場

              合がございます。

              （この項目に関しては国の方針がはっきりしておりませんので、その都度個別に話合い

                のうえ対応させていただきます。）

　　  　　  ・ やむを得ない事情により、施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所してい

　　　　　     ただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。



６．当施設のサービスの特徴等

（１)運営の方針

　　　  　  ・当法人の運営方針は介護リスクの共有を揚げたいと思います。認知症による問題行動で

              病院や他の老人福祉施設で利用を拒否された方や共同生活に微量のリスクがあるC型肝

　　　　　　　炎やMRSA等のほか医療的な問題（インシュリン投与など）を抱えた方を最優先してきま

　　　　　　　した。結果、転倒骨折等の事故率のアップ、介護の重度化によるコスト増などの問題が

　　　　　　　必然的に発生しています。公的介護保険は原則、需要と供給の関係になります。互いに

　　　　　　　納得できるサービス提供を心がけていきたいと思います。

（２)サービス利用のために

事  項 有 無 備  考

　男性介護職員の有無 有

　従業員の研修の実施 有

  サービスマニュアルの作成 有

  身体的拘束 有  医師または家族から指示があった場合に限り。

（３）施設利用に当たっての留意事項

・面会時間： 午前９時より午後１８時まで（消灯時間   午後１０時）

時間外の面会も可能です。前もってご連絡下さい。

来園時は面会簿の記入をお願いします。

・外出、外泊： 外出・外泊引受者リストに記載されている方であれば友人、知人の方でも外出、

外泊を受付けます。外出・外泊引受者リストは契約時に記入していただきます。

・飲   酒： 希望される方は火・木・土曜日の19:00～20:00にデイホールにてお願いします。

・喫   煙： 決められた場所（寮母室前）で喫煙願います。

ライターは居室へ持ち込めません。煙草は夜間、寮母室へお預け下さい。

（利用者の状態によっては寮母室管理とさせていただきます。）

・設備、器具の利用：

テレビ…持ち込み可能です。各ベッドサイドにアンテナが来ています。大きさに制限があ

       りますのでご注意下さい。また、イヤホンを必ずご使用下さい。

       テレビを持ち込まれない方はホールや食堂等でご覧になれます。

・金銭、貴重品の管理：

基本的にご家族で管理願います。ご本人が管理された場合、盗難、紛失等に関

して責任を負いかねますので、ご了承下さい。

・所持品の持ち込み：

衣類、日用品等をご持参下さい。ｽﾍﾟｰｽに制限があります。（ダンボール３箱程度）

その他に持参したい品物があればご相談下さい。

カミソリ、果物ナイフ、はさみ等刃物類の持ち込みは禁止させていただきます。

食べ物を持ち込まれる場合は必ず職員にお申し出下さい。ご本人が管理された場

合、食中毒や誤飲による窒息などの原因となります。



・施設外での受診：

施設の協力病院（北野台病院）への受診に関しては、施設にて送迎車または送迎

に係る費用をお出しいたします。

ただし、利用者の身体や病状についての説明や判断が必要なことがありますので

必ず、ご家族の付き添いをお願いします。

協力病院以外への受診に関してはご家族で送迎願います。

・宗教活動： 個人的に行うものであれば制限はありませんが、他の利用者への強要は禁止いた

します。

・ペット： 共同生活の場ですので禁止させていただきます。

（４）緊急時の対応方法

　　　ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族の

      方に速やかに連絡いたします。

<緊急連絡先>

（５）感染症対策

・感染症及び、食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討し、感染症対策指針を作成する。

また、「感染症委員会」を設置する。

・委員会では、①感染症が発生した場合の報告 ②職員に対する感染症の周知徹底 ③感染状況の

　調査とその具体的な防止策 ④再発予防対策などを協議し実行すると共に、委員会は定期開催

する。

（６）褥瘡予防

・褥瘡はつくらないものと心がけ、褥瘡を予防する介護を行う。

・好発部位を把握し、２時間毎に体位変換を行い、皮膚の状態をチェックし、局部の圧迫を取り

除き、血流を良くし、予防に努める。

（７）介護職員による痰の吸引・経管栄養の実施について

・嘱託医が作成した包括指示書を元に実施する。

・看護職員と連携を密にし、絶えず報告・連絡・相談を行なう。

・医療行為体制委員会を設置、管理体制を構築し、適切に処置を行なえるように努める。

※当施設は、登録喀痰吸引等事業者として登録しています。

（８）看取りへの対応

・看護職員への夜間の連絡体制を確保し夜間帯での利用者の医療ニーズに対応します。

・入所者の看取りについて、医師の診断の下、本人又はご家族の同意を得ながら介護職、看護職

などが協働して看取りを行います。また、看取りのために個室を確保し、職員へ看取りに対する

研修を行います。

電話番号

続    柄

氏    名

住    所



（９）事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行う

など必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置ついて記録し、賠償すべき事故の

場合には、賠償を速やかに行います。

（１０）利用者の尊厳

入所者の人権、プライバシー保護に努め、従業者教育を行います。

（１１）秘密保持

①事業者は、入所者又はその家族の個人情報について「社会福祉法人美薗会個人情報保護規定」

 「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における

  個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めます。

②事業者及び従業者がサービス提供をする上で知り得た入所者又はその家族の秘密を正当な理由

  なく、第三者に漏らしません。

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④事業者は、従業者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員

  である期間及び従業員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、雇用契約の

  際に文書にて誓約しています。

（１２）非常災害対策

・防災設備…消化器具、スプリンクラー設備、自動火災報知設備

           消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具及び設備、誘導灯及び誘導標識

           消防用水、非常電源（自家発電設備）、非常電源（蓄電池設備）、配線

           防火扉・シャッター設備

・防災訓練…毎月１回実施 ※地域住民との合同防災訓練は1回/年実施

・防火管理者…地域課　林　直樹

（１３）業務継続計画の策定等

感染症や災害発生時における、利用者に対する継続的なサービス提供の実施や中断時における

早期の業務再開の手順等、非常時における事業継続の方法を定めた業務継続計画を策定し、

定期的な見直しを行います。従事者に対しても周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。

（１４）虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止の為に、次に掲げる通り必要な措置を講じます。

①虐待防止の為の指針を整備しています。

②虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知

　徹底を図っています。

③従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

④サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

　による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。



（１５）身体拘束について

事業者は、原則として入所者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、入所

者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で行うことがあります。

また、従業員に対して身体拘束に関する定期的な研修を実施しています。

（１６）ハラスメント対策

職場において利用者や従業者から行われるハラスメントを防止するための規定を定め、従業者

が働きやすい職場環境を実現します。

（１７）従業者の資質向上

従業者の資質向上のため個別の研修計画に基づき人材育成を行います。

７．サービス内容に関する苦情

（１)当施設における苦情の受付

当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。

      〇 受付時間 ８：３０～１７：３０

      〇 電話番号 ０４２－６７４－８２００

上記時間以外は、宿直者が対応します。また、苦情受付ボックスを設置しています。

      〇 苦情解決責任者 施設長 村上　正人

（２)苦情発生時の対応

以下の流れで連絡を行います。

苦情受付 全職員　

⇓

苦情受付担当者 生活相談員

⇓

苦情解決責任者 施設長

（３）行政機関その他苦情受付機関

042-620-7420

03-5273-3497

03-3312-2111

国民健康保険団体連合会

介護相談指導課 介護相談窓口担当 03-6238-0177

８．第三者評価の実施状況

第三者による評価の実施状況

介護保険課給付係　

介護保険課事業者係

介護保険課 介護サービス利
用相談窓口

1．あり　　　2.なし

江東区

杉並区

新宿区

八王子市

令和5年12月28日

株式会社　にほんの福祉ネット

実施日

評価機関名称

03-3647-9099

高齢者福祉課 相談担当

2.なし

1.あり

結果の開示 



９．当社の概要 社会福祉法人  美薗会

理事長   村上  正人

     名称・法人種別 東京都八王子市鑓水９４番地 ℡ ０４２－６７４－８２００

     代表者役職・氏名 1、 第１種社会福祉事業

     所在地・電話番号 2、 第２種社会福祉事業

     定款の目的に定めた事業 3、 老人居宅生活支援等事業

4、 公益事業

施設・拠点など 社会福祉法人　美　薗　会

施設長 村上　正人

所　長 乙戸　雄太

所　長 佐藤　正仁

村上　正人

所　長 桒原　利政

９．その他

令和     年     月     日

   介護老人福祉施設入所にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて

   重要な事項を説明しました。

事業者

    所在地 東京都八王子市鑓水９４番地

    名称 社会福祉法人   美薗会

特別養護老人ホーム　絹の道

説明者 所属 援助課

氏名 佐藤裕紀

   私は、契約書および本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要

   事項の説明を受けました。

利用者 住所

氏名

（代理人) 住所

氏名

特別養護老人ホーム絹の道　　

絹の道　　訪問介護事業所　　

絹の道　　ケアプランセンター

住宅型有料老人ﾎｰﾑ　地域ｺﾐｭﾆﾃｲｹｱｾﾝﾀｰ絹の道 ホーム長

契約をする場合は以下の確認をすること

絹の道　　デイサービスセンター


